
中津市定例記者会見資料  2022.4.21 

＜燃やすごみ＞ ＜燃えないごみ＞ 

ごみ袋有料化制度の市民説明会・指定ごみ袋について 

担当：環境政策課 日高（電話 0979-62-9071） 

清掃管理課 高時（電話 0979-32-4698） 

 

 ごみ減量・資源化をさらに推進するために、令和 4年 9月から家庭ごみのごみ袋有料化制

度が始まります。現在、その実施に向けて、市民説明会やごみ袋の作製など準備を進めてい

ます。 

 ごみ袋有料化制度の市民説明会を開催しています  

 令和 4 年 4 月 20 日から令和 4 年 5 月 17 日にかけて、各地域でごみ袋有料化制度の市民

説明会を開催しています。（日程や会場につきましては別紙チラシをご参照ください。） 

また、市民説明会の資料はホームページに公開するとともに、YouTube の中津市公式チャ

ンネルに資料の説明動画を公開しています。 

 令和 4年 9月実施に向けて、引き続き市民説明会やミニ集会、ポスターの掲示、チラシの

配布など市民の皆さまがスムーズに制度を迎えられるよう周知を図ります。 

 

 指定ごみ袋のデザインが決定しました！  

 ごみ袋有料化制度の対象は、「燃やすごみ」と「燃え  

ないごみ」です。それぞれの指定ごみ袋の色やデザイン 

が決定しました。 

 大分県内の自治体では初めて植物由来のバイオマスプ 

ラスチックを 25%以上配合した指定ごみ袋を採用し、ご 

み袋の焼却に伴う温室効果ガスの削減にも取り組みます。 

 

 指定ごみ袋の取扱店（販売店）を募集します  

 指定ごみ袋の販売を行う小売店やスーパーなどの取扱店を募集します。事業者向けの取扱

店に関する説明会を開催します。市民の皆さんへの販売は、8月 1日から開始します。 

 ＜取扱店に関する説明会＞ 

場所 期日 時間 

ダイハツ九州アリーナ 5/15（日）・16（月）・17（火） ①14時～ ②18時 30分～ 

本耶馬渓公民館 5/20（金） ①14時～ ②18時 30分～ 



＜ ごみ袋有料化制度の内容については、裏面をご覧ください ＞ 

令和４年９月から始まる 

「ごみ袋有料化制度」 
市民説明会を開催します！ 

 
 

令和４年９月１日から「ごみ袋有料化制度」が始まります。 

延期していましたごみ袋有料化制度等の市民説明会を以下の日程で開催し

ます。市民説明会では、ごみ袋有料化制度の内容やごみの分別方法などを詳し

く説明しますので是非ご参加ください。 

 

 開催日程  
開催日 地区 場所 時間  ※1時間程度 

４月２０日（水） 北部小学校区 北部公民館 ①10時～ ②14時～ 

４月 2２日（金）  三光地区 三光コミュニティーセンター ①10時～ ②14時～ ③19時～ 

４月２３日（土）  全地区 耶馬溪公民館（中小会議室） ①10時～ 

４月２４日（日） 全地区 中津市役所本庁（大会議室） ①10時～ 

４月２５日（月）  大幡小学校区 大幡コミュニティーセンター ①10時～ ②14時～ ③19時～ 

４月２６日（火） 南部小学校区 小幡記念図書館（研修室） ①10時～ ②14時～ ③19時～ 

４月２７日（水）  本耶馬渓地区 本耶馬渓公民館 ①10時～ ②14時～ ③19時～ 

４月２８日（木）  山国地区 コアやまくに シアター ①10時～ ②14時～ ③19時～ 

４月３０日（土）  全地区 中津市役所本庁（大会議室） ①10時～ 

５月 ２日（月）  沖代小学校区 教育福祉センター ①10時～ ②14時～ ③19時～ 

５月 ６日（金）  耶馬溪地区 耶馬溪公民館（中小会議室） ①10時～ ②14時～ ③19時～ 

５月 ９日（月） 三保小学校区 三保交流センター ①10時～ ②14時～ 

５月１０日（火）  和田小学校区 和田コミュニティーセンター ①10時～ ②14時～ ③19時～ 

５月１１日（水）  今津小学校区 今津コミュニティーセンター ①10時～ ②14時～ ③19時～ 

５月１２日（木）  如水小学校区 如水コミュニティーセンター ①10時～ ②14時～ 

５月１３日（金）  豊田小学校区 中津市役所本庁（大会議室） ①10時～ ②14時～ ③19時～ 

５月 1５日（日）  全地区 耶馬溪公民館（中小会議室） ①10時～ 

５月１６日（月）  鶴居小学校区 鶴居コミュニティーセンター ①10時～ ②14時～ 

５月１７日（火）  小楠小学校区 小楠コミュニティーセンター ①10時～ ②14時～ 

   



【お問合せ先】中津市役所 環境政策課 環境政策係 

電話 ：0979－62－9071 

Ｅmail：kankyouseisaku@city.nakatsu.lg.jp 

＜お申込みフォーム＞ 

＜ごみ袋有料化について＞ 

  ごみ袋有料化制度の内容  

 〇ごみ袋の有料化の対象は、「燃やすごみ」と「燃えないごみ」 です。 

  令和４年９月から「燃やすごみ」と「燃えないごみ」は指定ごみ袋に入れて 

ごみを出すようになります。 
 
 〇「ペットボトル」などの資源ごみはこれまでどおり 45ℓ以下の無色透明袋で 

出すことができます。 
 

ごみの種類 ９月からのごみの出し方 

燃やすごみ 

有料化 指定ごみ袋 
燃えないごみ 

びん・缶 

変更なし 

無色透明袋 

（45ℓ以下） 

ペットボトル 

資源プラ 

有害ごみ 

古紙・古布・雑がみ 無色透明袋等 

 

市民説明会の資料や資料説明動画を公開しています！ 

ごみ袋有料化制度の内容などを中津市ホームページに掲載していますの 

で、説明会に参加できない方などは是非ご覧ください。 

ごみ袋有料化制度などについて質問することもできます。 

 

「ごみリサイクル・ミニ集会」の申込みを受け付けています！ 

 自治会や事業所、サークルなどのグループで、お好きな日時・場所で、 

ごみ袋有料化制度やごみの分別などのお話をさせていただきます。 

 お申込みは清掃管理課までご連絡いただくか、右記フォームよりお申 

込みください。 

   【お申込み先】０９７９-２４-５３７４（清掃管理課） 

 

市民説明会に参加するにあたっての注意点など 

・対象地域ごとに開催しますが、お住まいの地域に限らず、ご都合の良い日で参加できます。 

  参加にあたっての申込みは不要ですので、ご都合の良い日時にご参加ください。 

・各会場の駐車場が限られていますので、お近くの方は、徒歩や自転車での参加にご協力 

お願いします。 
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